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ちょっと役立つお知らせ : このページを抜き取ると子育てに関する情報を持ち歩きできるようになりました

産前・産後サポート事業
（産前・産後生活支援事業）

ひとり親サポート事業
（ひとり親家庭等日常生活支援事業）

チャイルドステイ事業
（子育て短期支援事業）

妊娠中や出産後に、つわりや体調不良などで家事や育児を行うことが
難しくなったとき、支援員等がお手伝いします。（例：炊事、洗濯、掃除など）
　利用期間　★親子健康手帳交付後、産前（妊娠中）・産後の通算で12回（産後12か月まで）
　　　　　　★1回2時間以内　★8時30分～17時
　　　　　　★土日も利用可（国民の休日・8/13～8/15・12/29～1/3を除く）
　　　　　　※妊娠中に利用ご希望の方は、親子健康手帳で妊娠されている確認をとらせていただきます。
　利用料金　1時間150円または310円　　※所得に応じて変わります。　　　　
　登録に必要なもの　親子健康手帳　　　

母子家庭・父子家庭・寡婦の方が、一時的に家事などを行うことが難しくなったとき、
支援員等が家事などをお手伝いします。（例：炊事、洗濯、掃除など）
　利用期間　★月10日以内　★9時～18時（特別な理由がある場合は、21時まで）
　　　　　　★土日も利用可（国民の休日・8/13～8/15・12/29～1/3を除く）
　利用料金　1時間150円 または300円 
　　　　　　※支援内容により異なります。所得に応じて減免があります。
　登録に必要なもの　ひとり親世帯であることを証明できるもの。

保護者の方が家庭でお子さまを養育することが難しくなったとき、市が契約し
ている施設（鞍手乳児院・嘉麻学園）でお子さまを一時的にお預かりします。

（例：疾病、出産、看護、事故、災害、仕事の都合など）お預かりには、宿泊（ショー
トステイ）とお預かり（トワイライトステイ）があります。

♪ショートステイ♪
★1回あたり7日以内
1日24時間あたり（おおむね７時から24時間）
利用料金：2歳未満5,350円 ・2歳以上4,500円

※お子さまの送迎は、保護者の方で対応をお願いします。
※ひとり親世帯等及び所得に応じて利用料の減免があります。
登録に必要なもの　子の健康保険証（子ども医療証等）
　　　　　　　　　または資格確認書

♪トワイライトステイ♪
★平日夜間
17時～22時頃まで（原則４時間以内）
利用料金：1日あたり1,000円
★休日昼間
7時～17時まで（原則8時間以内）
利用料金：1日あたり1,500円

こども家庭課　こども家庭相談係（☎0948-96-8219）

妊娠中・出産後のお母さんを応援　

母子家庭・父子家庭・寡婦の方を応援

18歳未満のお子さまがいるご家庭を応援！
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　対象 　　とき 　　ところ 　　内容 　　定員 　　料金･費用 　　託児 　　持ってくるもの 　　申込期限･申込期間 　　申し込み 　　問合せ
※　　の記載がないものは参加無料 ※募集等で申込方法の記載がないものは電話受付
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子育てに関する悩み相談やサービスの情報提供など行っています。
楽しいイベントも開催していますので、お気軽にお越しください♪

　　　施　設　名
街なか子育てひろば
筑穂子育て支援センター
庄内子育て支援センター　
頴田子育て支援センター　
穂波子育て支援センター　

　　　　　　　　住　　　所
本町 11-10( よかもん通り )                  
長尾 1242 番地の 1( 筑穂支所 3 階 ) 
綱分 791-4( 庄内図書館横 )
勢田 1101 番地 ( 頴田高齢者福祉センター内）
秋松 408( 穂波交流センター 2 階 )

TEL&FAX
☎0948-22-3809
☎0948-72-2970
☎0948-82-0089
☎0948-92-0333
☎0948-21-0066

詳細はＨＰにて
ご確認ください

子育て関連施設のご紹介

令和6年10月からの児童手当制度改正の申請がまだお済みでない方や書類不備等の再通知を
受けた方はお早めに下記の窓口へ提出をお願いします（公務員の方は職場へ申請してください）。
１　対象：制度改正分児童手当（令和6年12月10日支給）を受給しておらず、
　　　　　①または②に該当する方
　　①18歳年度末以下の児童の養育者
　　②19歳～22歳年度末の子の生活費等を経済的に負担し、かつ22歳年度末の子から数え
　　　て第３子以降となる18歳年度末以下の児童の養育者
2　最終申請期限：令和7年3月31日（月曜日）　※郵送の場合は必着（添付書類必要）
　　最終期限を過ぎた場合は令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。
　　過ぎた場合は申請された月の翌月分からが支給開始月となります。
3　申請方法等詳細につきましては市 HPまたは下記までお問合せください。
　　（なお、対象と思われる方へ令和6年10月頃に勧奨通知を郵送しています。）

令和6年度児童手当 制度改正 対象の方へ

【問合せ・提出先】こども家庭課こども手当係　直通：0948-43-8735


